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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内境界膜（ＩＬＭ）または網膜上膜（ＥＲＭ）剥離手術を行うための膜鉗子であって、
　１つのハンドルと、
　前記ハンドルから延びる１つのチューブと、
　前記チューブから延びる鉗子顎であって、前記鉗子顎が閉じられたとき互いに当接する
よう構成された二つの対向する把持面の間にあるＩＬＭまたはＥＲＭを掴むように構成さ
れ、前記把持面の外側に一連の隆起を有する外側表面を備え、前記一連の隆起が、前記Ｉ
ＬＭまたはＥＲＭを擦ること及び前記ＩＬＭまたはＥＲＭの端を得ることを補助するよう
に構造的に構成されている、前記鉗子顎と、を備え、
　前記一連の隆起は、前記鉗子顎の最も遠位端において前縁に対して実質的に平行に配置
され、
　前記一連の隆起は、ピークから谷までの高さが約３～４０マイクロメートルの範囲内で
ある面特徴を備え、
　前記外側表面が、約２５度から６５度の間の値を有する角度で前記チューブの長手方向
軸線に対して角度が付けられていて、目の中に前記膜鉗子がある時に剥がすべき目の中の
組織に概ね平行に置かれる、膜鉗子。
【請求項２】
　前記前縁は、前記チューブの前記長手方向軸線に対して概ね垂直である、請求項１に記
載の膜鉗子。



(2) JP 6469018 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記一連の隆起は、互いに概ね平行である、請求項１に記載の膜鉗子。
【請求項４】
　前記一連の隆起は、前記外側表面から離れるように延びる点の列を備える、請求項１に
記載の膜鉗子。
【請求項５】
　前記一連の隆起は、ぎざぎざのパターンで、前記外側表面から離れるように延びる点の
列を備える、請求項４に記載の膜鉗子。
【請求項６】
　前記ぎざぎざのパターンは、ダイヤモンド型のぎざぎざのパターンである、請求項５に
記載の膜鉗子。
【請求項７】
　前記鉗子顎が、第１顎と第２顎を備え、前記第１顎及び第２顎の各々は、脚と、前記第
１顎と前記第２顎との間に延びる前記チューブの長手方向軸線に対して斜め方向につくら
れた曲りと、を備える、請求項１に記載の膜鉗子。
【請求項８】
　前記鉗子顎は、前記鉗子顎の脚を超えるよう前記チューブを前進させることによって閉
じられるように構成される、請求項１に記載の膜鉗子。
【請求項９】
　前記鉗子顎は、前記一連の隆起のうちの少なくとも１つが、前記ハンドルの反対側の鉗
子の最も遠位の線を形成する、請求項１に記載の膜鉗子。
【請求項１０】
　前記外側表面は、前記前縁から近位方向に延びる、請求項１に記載の膜鉗子。
【請求項１１】
　前記一連の隆起は一連の列であり、各々は前記外側表面から離れるように延びる点の行
を有する、請求項１に記載の膜鉗子。
【請求項１２】
　ＩＬＭまたはＥＲＭの剥離手術を行うための手術器具であって、
　１つのハンドルと、
　前記ハンドルから延びる１つのチューブと、
　前記チューブから延びる鉗子顎であって、前記鉗子顎が閉じられたとき互いに当接する
よう構成された二つの対向する把持面の間にあるＩＬＭまたはＥＲＭを掴むように構成さ
れ、第１顎及び第２顎を備え、前記第１顎及び前記第２顎は、非対称であり、かつ前記手
術器具を通る長手方向軸線に対して斜めに延びる前縁を有し、前記第１顎及び前記第２顎
の各々が、前記把持面の外側に一連の隆起を有する外側表面を備え、前記外側表面は前記
前縁から近位方向へ延び、前記一連の隆起は、前記ＩＬＭ又はＥＲＭを剥がして前記ＩＬ
ＭまたはＥＲＭの端を得るのを補助するために構造的に構成され、
　前記一連の隆起は、前記鉗子顎の最も遠位端において前縁に対して実質的に平行に配置
され、
　前記一連の隆起は、ピークから谷までの高さが約３～４０マイクロメートルの範囲内で
ある面特徴を備え、
　前記外側表面が、約２５度から６５度の間の値を有する角度で前記チューブの長手方向
軸線に対して角度が付けられていて、目の中に前記手術器具がある時に剥がすべき目の中
の組織に概ね平行に置かれる、鉗子顎と、を備える、手術器具。
【請求項１３】
　前記一連の隆起は、ぎざぎざのパターンで、前記外側表面から離れるように延びる点の
列を備える、請求項１２に記載の手術器具。
【請求項１４】
　前記ぎざぎざのパターンは、ダイヤモンド型のぎざぎざのパターンである、請求項１３
に記載の手術器具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示された装置、システム、及び方法は、概して手術器具及び技術に関し、より
具体的には目の症状を治療するための手術器具及び技術に関連する。
【０００２】
　内境界膜（ＩＬＭ）除去と網膜上膜（ＥＲＭ）除去とは異なる黄斑表面疾患に対する有
用な外科的治療である。しかしＩＬＭとＥＲＭ剥離のための外科技術にはスキルと忍耐が
必要である。正確で注意深く作られた手術器具が外科技術の各区分で用いられる。
【背景技術】
【０００３】
　外科的治療そのものは、膜の端を掴み、膜を剥がすことを含んでいる。外科的技術その
ものは、２段階の治療である。第１に執刀医は膜の端を得なければならない。一部の執刀
医は、端を得るためにスクレーパーを用いる。続いて執刀医は膜を掴み剥がすための特別
な鉗子を導入する。しかし各段階で忍耐と正確さを要求されるので、執刀医はしばしば一
度の外科手術の間に、複数回にわたる擦りと組織の掴みを試みる場合がある。異なる器具
が必要になるたびに、執刀医は使用していた器具を手術部位から除去し、必要な手術器具
を導入する。これは時間のかかる作業であり、しばしば執刀医に、いつ代わりの器具が必
要かまたは必要でないかを判断することを要求する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在の開示は従来技術の１ないしそれ以上の欠点に対処するための装置、システム、及
び方法を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　例示的な態様では、この開示はＩＬＭまたはＥＲＭ剥離手術を遂行するための膜鉗子を
目的とするものである。膜鉗子はハンドルと、ハンドルから延びたチューブと、チューブ
から延びた鉗子顎とを含んでいる。鉗子顎はＩＬＭとＥＲＭを掴む様に構成される場合が
あり、粗面化した外側表面を含んでいる場合がある。粗面化表面はＩＬＭとＥＲＭの端を
得るのを補助するように構造的に構成される場合がある。
【０００６】
　１つの態様では、鉗子顎は第１顎と第２顎を含む場合があり、第１顎は第１顎と第２顎
の間に延びる長手方向軸線に対して斜めに延びた前縁を備えている。１つの態様では、粗
面化表面は、一連の隆起を備えている。一連の隆起は前縁に概ね平行に配置される場合が
ある。
【０００７】
　別の態様では、粗面化表面は、約３～４０マイクロメートルの範囲内の頂きから谷まで
の高さを有する表面特徴を含む場合がある。さらに他の態様では、粗面化表面は外側表面
から離れる方向に延びる点の列を含む。
【０００８】
　他の態様では、外側表面は、器具が目の中にある時に、剥がすべき目の中の組織に概ね
平行に置かれる長手方向軸線に対して角度が付けられている。外側表面は約２５度と６５
度の間の値を有する角度で長手方向軸線に対して傾斜している。１つの態様では鉗子顎は
第１顎及び第２顎で構成され、第１顎及び第２顎の各々は、脚と、第１顎と第２顎の間に
延びる長手方向軸線に対して斜め方向に作られた曲りとで構成されている。
【０００９】
　別の例示的な態様では、この開示はハンドルと、ハンドルから延びたチューブと、チュ
ーブから延びた顎とを含むＩＬＭとＥＲＭ剥離手術を遂行するための手術器具を目的とし
ている。鉗子顎は第１顎と第２顎を含む場合があり、第１顎と第２顎は非対称で、手術器
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具を通る長手方向軸線に対して斜めに延びる前縁を有している。第１顎と第２顎との各々
は粗面化特徴を有する外側表面を含んでいる。外側表面は前縁から近位方向に延びる場合
がある。粗面化特徴はＩＬＭとＥＲＭの端を得る助けになるように構造的に構成される場
合がある。
【００１０】
　１つの態様では、第１顎と第２顎の各々は、脚部分と、脚部分と粗面化特徴を有する外
側表面部分との間の曲りと、を備えている。別の態様では、第１顎と第２顎との中の曲り
は長手方向軸線に対して傾斜している。ある態様では、外側表面は約２５度から６５度の
間の値を有する角度で長手方向軸線に対して角度が付いている。ある態様では外側表面は
約３～４０マイクロメートルの範囲以内の頂きと谷の高さを有する表面特徴を備える。
【００１１】
　さらに他の例示的な態様では、この開示はＩＬＭまたはＥＲＭ剥離手術を遂行する目的
で、患者の眼球の中への膜鉗子の導入することを含む外科的方法を目的とする。膜鉗子は
ＩＬＭまたはＥＲＭの端を得るのを補助するための構造的に構成された粗面化部分を有す
る外側表面を含む場合がある。方法は同じく粗面化表面で端を得るための表面でのＩＬＭ
またはＥＲＭを擦ることと、膜鉗子を除去することなく、外科的器具を用いて２つの顎の
間にＩＬＭまたはＥＲＭの一部を掴むことと、を含む場合がある。
【００１２】
　１つの態様では、ＩＬＭまたはＥＲＭを擦ることは、外側表面の粗面化部分を形成する
隆起で係合することを含む。他の態様では、外側表面の粗面化部分を形成する隆起は概ね
手術器具の前縁に平行に並べて配置されている。さらに別の１つの態様では、粗面化部分
は平らな部分であり、方法は、粗面化部分でＩＬＭまたはＥＲＭを擦るために膜に概ね平
行になるように平らな部分を配向することを含む。別の態様では、ＩＬＭまたはＥＲＭの
部分を掴むことは、２つの顎が一緒になるようにハンドル部分を握ることで構成されてい
る。別の態様ではＩＬＭまたはＥＲＭの部分を掴むことは２つの顎の各々の把持面の間に
、膜の少なくとも一部を把持することで構成される。
【００１３】
　前述の一般的な記述と後述の詳細な記述の両方は、例示的で、説明的な性質であり、こ
の開示の範囲を制限することなく、開示に対する理解を提供する意図であることを理解す
るべきである。この観点から、この開示に対する追加の態様、形態、及び利点は、後述の
発明を実施するための形態から当業者には明白である。
【００１４】
　添付図面はここで開示した装置と方法の実施形態を図示し、この記述と共に、開示の原
理を説明するための役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく例示的な手術器具の斜視図である。
【図２】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく例示的な手術器具の遠位部の斜視図
である。
【図３】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく例示的な手術器具の遠位部上の表面
形状を示す側面図である。
【図４】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく外科的治療の間に患者の目に中に置
かれた図１に示す例示的な手術器具の一部を示す図である。
【図５】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく外科的手術の間に患者の目の中に配
置された図１に示す例示的な手術器具の一部を示す図である。
【図６】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく外科手術の間に患者の目の中に配置
された図１に示す例示的な手術器具の一部を示す図である。
【図７】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく例示的な手術器具の遠位部の斜視図
である。
【図８】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく図７の例示的な手術器具の遠位部の
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表面特徴を示す平面図である。
【図９】本開示の原理に一致する一実施形態の外科手術の間に患者の目の中に配置された
図７の例示的な手術器具の一部を示す図である。
【図１０】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく外科手術の間に患者の目の中に配
置された図７の例示的な手術器具の一部を示す図である。
【図１１】本開示の原理に一致する一実施形態に基づく外科手術の間に患者の目の中に配
置された図７に示す例示的な手術器具の一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　この開示の原理に対する理解を促進する目的のために、図面に示された実施形態を参照
し、それを記述するのに特定の言葉を使用する。それにもかかわらず、このことは開示の
範囲の限定を意図するものではないことは理解されるべきである。記述された装置、器具
、方法に対する如何なる代替えと、更なる改良及びこの開示の原理の更なる応用は、開示
に関連する当業者に普通に起こるものとして完全に意図される。特に特徴、構成要素、及
び／または一実施形態に関して記述した工程は、本開示の特徴、構成要素、及び／または
他の実施形態に関して記述した工程に結合される場合があることが、完全に意図される。
しかし簡潔にするために、これらの組み合わせの多くを繰り返して別に記述することはし
ない。簡単にするために、幾つかの場合で同じまたは似た部品を参照するために、図面全
体を通して同じ参照番号を使用している。
【００１７】
　この開示は一般に、ＩＬＭとＥＲＭとの剥離及び除去のための装置、システム、及び方
法に関する。これらのタイプの手術は正確さを必要とし、実行は経験を積んでいない執刀
医には実施が困難である可能性がある。手術は眼球の中で行われるので、永続的な外傷ま
たは組織損傷を避けるために、執刀医は細心の注意を払わなければならない。器具の導入
と目からの取り外しは時間がかかる。さらに利便性のために、一部の執刀医は、希望する
目的を達成するために、器具を除去し、恐らくより効果的な異なる器具を導入するよりも
、目の中にある器具を使う傾向がある。
【００１８】
　本明細書に開示された器具、システム、及び方法は、外科治療の効率性、患者により良
い結果をもたらす可能性を増やすための剥離機能を有して設計された鉗子を含んでいる。
より具体的には、鉗子を形成する顎のエリアは、膜の端を鉗子により簡単に掴むことが出
来るように、ユーザーが擦る動きを用いてＩＬＭまたはＥＲＭを安全に破壊することが出
来るように、粗い面にされている。本明細書で開示されている実施形態では、鉗子の機能
はスクレーパーの機能から独立したままである。つまり鉗子機能とスクレーパー機能とは
互いの順調な利用に影響を与えない。幾つかの実施形態では、鉗子の擦りエリアはあらゆ
るスクレーパーのニーズに対して十分に生かされるように配置されている。したがって使
用に際しては、執刀医は最早、付着している膜の困難な剥離を維持するためのスクレーパ
ーの挿入の閾値を決める必要がない。すなわち擦りが適切なものであれば、機能はすでに
存在する。このことは剥離治療の開始、性能、及び保守の効率を増大させる場合がある。
【００１９】
　図１はハンドル１０２、プルーブ作動ハンドル１０４、プルーブ作動チューブ１０６、
及び鉗子顎１０８として示されるプルーブ先端を有する膜鉗子として示される手術器具１
００を示している。ハンドル１０２は任意の適切な材料で作られる場合があり、何らかの
方法、例えば射出成型または機械加工などの任意の方法で成形される場合がある。これは
熱可塑性プラスチックまたは金属で作られてもよく、把持性を改善するために織り目加工
またはぎざぎざを付けられていてもよい。作動ハンドル１０４はチタン、ステンレススチ
ール、または適切な熱可塑性プラスチックなどの記憶を有する適切な弾性材料で作られて
いる場合がある。チューブ１０６はチタン、ステンレススチール、または適切なポリマー
などの任意の適切な医療グレードのチューブで、鉗子顎１０８がその内部で容易に往復運
動ができるように寸法が決められている。鉗子顎１０８は通常ステンレススチールかチタ



(6) JP 6469018 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

ンで作られているが、他の材料も同じく使用される場合がある。
【００２０】
　手術器具１００は使用中、作動ハンドル１０４が弛緩された状態の時には、鉗子顎１０
８はチューブ１０６から比較的大きい距離突き出るように設計されている。作動ハンドル
１０４を握ることにより、作動ハンドル１０４の前部はハンドル１０２に相対的に前進さ
せられる。作動ハンドル１０４の前部分の前方への動きはチューブ１０６に伝えられ、チ
ューブ１０６を鉗子顎１０８の遠位端の上にスライドさせ、それにより両方の顎１０８を
ともに押さえる。鉗子顎１０８の上へのチューブ１０６の動きの量は、弛緩した状態での
作動ハンドル１０４の外側直径を変えることで容易に制御できる。
【００２１】
　図２及び図３は鉗子顎１０８をより詳細に示す。鉗子顎１０８は作動チューブ１０６の
遠位端から延びた顎１２０と顎１２２として参照する２つの顎を含んでいる。図２に示す
ように、２つの顎１２０、１２２はチューブ１０６で規定される場合がある長手方向軸線
１１８に沿って延びている。
【００２２】
　顎１２０、１２２の各々は、突き出た脚１２３と遠位の把持先端１２４を含んでいる。
脚１２３は作動チューブ１０６から延びている。脚外側表面の曲り１２６は脚１２３と把
持先端１２４の前側との交点を形成している。
【００２３】
　把持先端１２４は各々、遠位端の前縁１３０と把持面１３２とを含んでいる。開示され
た実施形態の中で、各顎１２０、１２２の前縁１３０は長手方向軸線１１８に概ね垂直な
平面にある。
【００２４】
　２つの顎１２０、１２２の把持面１３２は、鉗子顎１０８が閉じられた時には互いに当
接するように構成され、その間に組織を把持するように用いられる場合がある。この実施
例では、把持面１３２は、鉗子顎１０８が閉じたまたはクランプした位置に有る時は概ね
平行な面にあるように形成される。
【００２５】
　把持先端１２４は同じく把持面１３２に対向する把持先端遠位面１４０を含んでいる。
この実施例では、把持先端遠位面１４０は長手方向軸線に対して角度θの角度が付けられ
ている。角度θは長手方向軸線１１８を通る面に沿って取った角度である場合があり、角
度θは約２５度と６５度との間の値を有している。他の実施形態では、角度θは約３５度
と６５度との間である。さらに他の実施形態では、角度θは、長手方向軸線に対して約４
５度と６５度との間で形成されている。さらに幾つかの実施例では、把持先端遠位面１４
０は概ね平らな表面として形成されている。１つの実施例では、前縁１３０と曲り１２６
の間の距離は、約０．１ｍｍ～０．５ｍｍの範囲にあり、把持先端遠位面を横断する幅は
約０．２ｍｍ～０．９ｍｍの範囲である。顎１２０、１２２は、チューブ１０６が２０ゲ
ージチューブ、２３ゲージチューブ、２５ゲージチューブ、または２７ゲージチューブの
場合にチューブ１０６の内側に合わせた寸法になっている。他の寸法も意図されている。
【００２６】
　把持先端遠位面１４０は、膜の端を掴んで剥離できるように、膜を破壊するために膜を
擦ることにより、膜を得ることが出来るようにする粗面化特徴１４２を含んでいる。この
実施例では、粗面化特徴１４２は、表面を粗くするために、鉗子の遠位把持先端遠位面１
４０を横切ってやすりで引くように用いて手作業で形成されている。幾つかの実施例では
、粗面化特徴は、やすりが長手方向軸線に対して横方向に引かれたときに一連の線または
溝で形成され、これによって長手方向軸線に対して横方向に延びる目の方向を形成する。
その結果、これらの溝または特徴は前縁１３０に概ね平行な方向に延びる場合がある。こ
の実施例では概ね平行とは、平行から１０度またはそれ以下の偏位を有することを意味す
ることを意図している。他の実施例では、粗面化特徴はやすりを把持先端面１４０の長手
方向に沿って引いて形成し、概ね長手方向へ延びた目を形成する。概ね長手方向とは、長
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手方向軸線の方向から約１０度またはそれ以下の偏位を有することを意味することを意図
している。他の実施形態では粗面化特徴の目は、他の斜めの方向に形成されている。
【００２７】
　幾つかの実施例では、粗面化特徴は把持先端表面１４０の上にレーザーカッターを用い
て形成される。レーザーカッターは、特定の方向を有する粗面化特徴１４２を形成するの
に使用される場合がある。１つの実施形態では、粗面化特徴１４２は一連の隆起を含んで
いる。これらは、例えば、鋸刃型などの特定の形を含んでいる場合がある。他の実施形態
では、ぎざぎざの粗面化特徴を含んでいる。幾つかの実施形態では、粗面化特徴はピーク
の列として形成されている。幾つかの実施形態では、これらのピークの各々はダイヤモン
ド型のぎざぎざで生じさせることが出来るような点を有している。他の粗面化特徴も意図
される。実施形態により、粗面化表面１４０はピークから谷への高さが約３～４０マイク
ロメートルの範囲内の特徴１４２を含む場合がある。幾つかの実施形態ではピークから谷
への高さは約３～２０マイクロメートルの範囲で、一方他の実施形態ではピークから谷へ
の高さは約５～１０マイクロメートルの範囲である。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、図２と図３に実施例を示すように、隆起が列状に形成されてい
る。何らかの粗面化特徴は、列状に形成される場合があり、実施形態によっては、顎１２
０、１２２の前縁１３０に概ね平行な場合がある。１つの実施例では、粗面化特徴１４２
はその上に延びて前縁の一部を形成している。粗面化特徴１４２は、数ある中で、やすり
がけ、切削、削り取り、機械加工、ブラスト、ロール、エッチング、及びレーザー切断、
などを含む任意の複数の方法を使用して形成される場合がある。外側表面１４０の上に粗
面化特徴１４２で示されているが、幾つかの実施形態は把持先端１２４の端面と側面の上
に粗面化特徴を含んでいる。
【００２９】
　図４～図６はＩＬＭまたはＥＲＭ剥離手術に用いる手術器具使用の例示的な技術を示し
ている。この開示の目的のために、技術には硝子体と後部硝子体膜の切断と除去について
は記述しない。
【００３０】
　治療の間、手術器具１００は図４に示す様に強膜の切開部を通して硝子体の中に導入さ
れる。器具１００は硝子体を通して黄斑へ進められる。幾つかの技術は、閉じた、または
圧縮状態の顎１２０、１２２を有する遠位端を、眼球の中へ、眼球の中の液体（これは硝
子体である場合があり、または、例えば、硝子体の除去の間に導入された生理的食塩水溶
液である場合がある）を通して導入することを含んでいる。他の技術は、開いた状態の顎
１２０、１２２の遠位端を、硝子体を通して導入し、ＩＬＭまたはＥＲＭを勘合する前に
顎を閉じる技術を含んでいる。光パイプなどの追加の器具を執刀医の可視化を提供するた
めに同じく導入する場合もある。
【００３１】
　ＩＬＭまたはＥＲＭの剥離は２つのフェーズを有するプロセスである。手術の第１フェ
ーズはＩＬＭまたはＥＲＭの端を得ることである。第２フェーズは膜を掴み剥がすことで
ある。
【００３２】
　手術の第１フェーズは、図５に示す様に、手術器具の把持先端の遠位表面１４０をＩＬ
ＭまたはＥＲＭに接触するように置くことを含む場合がある。上に示す様に、顎はＩＬＭ
またはＥＲＭを含む以前に閉じた状態で置かれる。把持先端遠位表面１４０が膜表面に概
ね平行に置かれるように把持先端遠位表面１４０の角度θが形成されている。その結果、
把持先端遠位表面１４０は膜の上に相対的に平らに置くことが出来る。幾つかの態様では
、器具そのものは、角度を付けて、単なる例としてだが、膜表面から約６０度の角度で広
げることが出来る。この角度で、幾つかの実施例では、角度が付いた粗面化した擦り表面
１４０は膜に対して概ね平らに置けるように形成される場合がある。
【００３３】
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　顎が閉じた状態で、わずかな左右または前後の動きを用いて、粗面化特徴１４２でＩＬ
ＭまたはＥＲＭを擦り、膜を破壊することにより、端を得てもよく、そのことにより、掴
むことが出来る膜の端を作る。幾つかの技術は、粗面化特徴１４２の表面の目を横断する
方向に顎を前後に動かすことを含んでいる。このことは粗面化特徴を膜に対して作用させ
、結果として膜破壊を容易にする。執刀医が手術器具１００の粗面化された擦り表面１４
０で膜を破壊して端を作った後、執刀医は外科手術の第２フェーズに進む場合がある。
【００３４】
　その構造的配置により、膜の掴みと剥離は眼球から手術器具１００を取り除くことなく
達成できる。それよりむしろ、執刀医は膜を擦って端を得るために用いた同じ手術器具で
膜の把握と剥離を行うことが出来る。同じ手術器具１００を用いて膜の端を得た後で、執
刀医は図６で示す擦る手順の間に得た膜の端の掴みを始めるために、２つの顎を直ちに使
用する場合がある。把持面１３２の間で組織を掴むために、把持面が黄斑に対して概ね垂
直になるように、執刀医は鉗子を９０度回転させてもよい。このことにより執刀医はより
容易に顎の間で膜を掴むことできる場合がある。組織の非常に微細なまたは微小な断片が
入手可能なとき、必要があれば、執刀医は膜を前側先端１３６の間で掴むことも試みても
よい。
【００３５】
　有利なことに、もし執刀医が器具１００で膜を掴むことが出来ない場合、またはもし膜
が裂けて、執刀医が膜の別の端を得る必要がある場合、執刀医は器具１００を患者から取
り出すことなく、器具１００の粗面化特徴１４２を再び使用することが出来る。その結果
、執刀医は鉗子を引き抜いて張り付いた膜の困難な剥離を維持するためにスクレーパーを
挿入するかどうかの意識的な決定をする必要がない。代わりに望ましい時にはいつでも擦
るまたは粗面化構造を使用してもよい。このことは剥離治療の開始、達成、及び維持を容
易で単純なものにする場合がある。
【００３６】
　図７は、本明細書の番号２００で参照している鉗子顎の別の実施形態の部分を示してい
る。図８は鉗子顎２００の平面図を示す。この実施形態は、執刀医が擦る工程を行いそれ
から鉗子を回さずに膜を掴んでもよいように形成された顎を含んでいる。これは更に下で
説明する。
【００３７】
　鉗子顎２００は各々突き出た脚２０６及び遠位把持先端２０８を備えた、顎２０２及び
２０４を含んでいる。脚２０６は、図１の手術器具１００などの手術器具作動チューブ１
０６から延びている。脚の外側表面の曲り２１０は、脚２０６と把持先端２０８の反対側
との交点を形成している。この実施形態では、把持先端２０８は互いに角度が付き、非対
称な配置を含んでいる。その結果、顎２０２、２０４は互いに鏡像であり、顎は非対称鉗
子を形成している。
【００３８】
　把持先端２０８の各々は、遠位端における前縁２２０と、把持面２２２とを含んでいる
。開示された実施形態では、各顎２０２、２０４の前縁２２０は長手方向または軸に斜め
の面に置かれている。曲り２１０と同様に、遠位端における前縁２２０は角度αで規定さ
れる傾斜角で形成されている。その結果、前端２２０は後縁先端２３４から前側先端２３
６に対して角度が付いている。この角度の付いた端は、前縁２２０が組織表面の様な表面
に、手術器具１００が組織表面に対して斜めの角度で保持されていても、平行に置くこと
を可能にする。さらにその配置のために、治療の間、全体の前縁が組織に対して平行なの
で、執刀医は組織を掴む為に全体の前縁２２０の如何なる部分をも使用することが出来る
。開示された実施形態では、前縁１３０は約３５度と８０度の間の値を有する角度αで、
長手方向軸線１１８に対して角度が付いている。別の実施形態では、角度αは約３０度と
７０度の間である。さらに別の実施形態では、角度αは約３０度と５０度との間で形成さ
れている。幾つかの実施形態では、脚２０６と把持先端２０８との交点の曲り２１０は同
じく前縁２２０に平行に形成され、従って傾斜角αで形成されている。
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【００３９】
　図２及び図３を参照して記述した鉗子顎と同様に、鉗子顎２００の中の把持面２２２は
、鉗子顎が閉じられる時、互いに当接するように構成され、そしてその間に組織を掴む様
に用いることが出来る。この実施例では、把持面２２２は鉗子顎１０８が閉じられている
かまたはクランプしている位置では、概ね平行な面に置かれるように形成されている。
【００４０】
　把持先端２０８は、把持面２２２の反対側に置かれた把持先端遠位面２２８も含んでい
る。この実施例では、把持先端遠位面２２８は、把持面２２２が押されて一緒になると、
把持先端遠位面２２８は図８に示すような前面を形成出来るように、長手方向に垂直な角
度となる少なくとも一部分を有するように形成されている。このように、幾つかの実施例
では、把持遠位面２２８は概ね平らな面として形成されている。顎１２０、１２２はチュ
ーブ１０６が２０ゲージチューブ、２３ゲージチューブ、２５ゲージチューブ、２７ゲー
ジチューブの場合に、チューブ１０６の内側に適合するように寸法を決められる場合があ
る。他の寸法も意図されている。
【００４１】
　把持先端遠位面２２８は、膜を破壊するために膜を擦ることで、膜を得ることができる
粗面化特徴２３０を含んでおり、膜の端を掴んで剥がすことが出来る。この実施例では、
粗面化特徴２３０は表面を粗くするために、やすりを用いて鉗子の把持先端遠位面２２８
を横切って引く手作業で形成されている。粗面化特徴は上に述べたように形成または形作
られてもよく、幾つかの実施形態では前端２２０に概ね平行である。
【００４２】
　図９～図１１は、ＩＬＭまたはＥＲＭ剥離手術で、手術器具を用いる実施例となる技術
を示している。上述の技術との唯一の違いは詳細に記述するが、上に述べた記述は、等し
く鉗子２００を用いる技術に適用する。
【００４３】
　図９を参照すると、器具は眼球の中に導入される。図１０では、鉗子顎２００は膜に対
して設置されている。ここで前縁が角度αで形成されているため、及び把持先端遠位面２
２８が平らな前面として形成されているため、把持先端遠位面２２８は膜に概ね平行な平
面内に設置されている。１つの実施形態では、執刀医は膜を顎の両方の把持先端遠位面２
２８を用いて同時に擦ることが出来る。
【００４４】
　図１０では、鉗子を側面の角度から示している。前縁に角度が付いているので、そして
把持先端遠位面２２８に角度が付いているので、擦られた組織を掴むために鉗子顎を既に
設置している間に、擦りを生じさせることが出来る。図１１は膜組織を把持している鉗子
顎を示す。膜の掴みは器具を９０度回転させることなく起こる。即ち、図１０の擦る工程
の間、各顎の前縁は既に閉じた位置で膜に当接している。執刀医は擦られた組織を掴む為
に、ただ膜を開き、そして閉じることのみを必要とする。
【００４５】
　ＩＬＭまたはＥＲＭの剥離手術が、膜を破壊または擦り、そして膜を掴むために、別個
の器具を除去し、かつ導入することなく遂行出来る場合があり、より少ない器具を外科治
療で用いる場合がある。このことは、治療の効率を増加させる場合があり、結果として失
敗の機会を減らす場合があり、患者への良い結果を提供する場合がある。
【００４６】
　当業者は、本開示で包含された実施形態が、上に述べた特定の例示的な実施形態に限定
されないことを理解するであろう。その点について、説明的な実施形態が示され記述され
たが、広い範囲の改善変更と代替が前述の開示の中で意図されている。このような変形が
この開示の範囲から外れることなく前述に対してなされる場合があることが理解される。
したがって、添付の請求項を、幅広く、かつ本開示に一致した様式で解釈することが適切
である。
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